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序     文 

 

日本国政府は、エリトリア国政府の要請に基づき、同国向けの貧困農民支援に係る調査

を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 

当機構は、平成 18 年 11 月 19 日から 12 月 1 日まで調査団を現地に派遣しました。 

調査団は、エリトリア国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施し、帰国後

の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立

つことを願うものです。 

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

平成 19 年 1 月 

 

独立行政法人 国際協力機構 

    無償資金協力部長 中川 和夫 
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第１章 調査の概要 
 
1-1 背景と目的 

(1) 背景 

日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（KR）関税一括引き下げ交渉の一環と

して成立した国際穀物協定の構成文書の一つである食糧援助規約1に基づき、1968 年度から食

糧援助（以下、「KR」という）を開始した。 

一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「米又は受益国が要請する場合に

は農業物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を付した。

これ以降、日本国政府は KR の枠組みにおいて、米や麦などの食糧に加え、食糧増産に必要と

なる農業資機材についても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を開始した。 

1977 年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算を KR から切り離し、「食糧増産援

助（Grant Aid for the Increase of Food Production）（以下、後述の貧困農民支援と共に「2KR」と

いう）」として新設した。 

以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努力を

支援することが重要である」との観点から、毎年度 200～300 億円の予算規模で 40～50 カ国に

対し 2KR を実施してきた。 

一方、外務省は、平成 14 年 7 月の外務省「変える会」の最終報告書における「食糧増産援

助（2KR）の被援助国における実態について、NGO など国民や国際機関から評価を受けて情

報を公開するとともに、廃止を前提に見直す」との提言を受け、同年 8 月の外務省改革「行動

計画」において、「2KR については廃止も念頭に抜本的に見直す」ことを発表した。 

外務省は、2KR の見直しにあたり国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構、以下「JICA」

という）に対し、2KR という援助形態のあり方を検討するために調査団の派遣（2002 年 11 月

～12 月）を指示し、同調査団による「2KR 実施計画手法にかかる基礎研究」の結果も踏まえ、

同年 12 月に以下を骨子とする「見直し」を発表した。 

① 農薬は原則として供与しないこと 

② ニーズや実施体制につきより詳細な事前調査を行い、モニタリング、評価体制を確認した

上で、その供与の是非を慎重に検討すること 

③ 上記の結果、平成 15 年度の 2KR 予算は、対 14 年度比で 60%削減すること 

今後も引き続き、国際機関との協議や実施状況のモニタリングの強化を通じて、2KR の

あり方につき適宜見直しを行うこと 

 

上記方針を踏まえ外務省は、平成 15 年度からの 2KR の実施に際して、要望調査対象国の中

から、予算額、我が国との二国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案した上で供与対象候

                                                   
1 現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、アメリカ、カナダなど 7 カ国、および EU（欧州連合）と

その加盟国が加盟しており、日本の年間の最小拠出義務量は小麦換算で 30 万トンとなっている。 
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補国を選定し、JICA に調査の実施を指示することとした。 

また、以下の三点を 2KR の供与に必要な新たな条件として設定した。 

① 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務付けと見返り資

金の小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用 

② モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に一度の意見

交換会の制度化 

③  現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の 2KR への参加機会の確保 
 

平成 18 年度については、供与対象候補国として 19 カ国が選定され、その全てに調査団が派

遣された。調査においては、ニーズ、実施体制、要請の具体的内容及び根拠、ソフトコンポー

ネント協力の必要性、技術協力との連携可能性等について従来以上に詳細な情報収集、分析を

行うとともに、国際機関、NGO、資機材取扱業者等の広範な関係者から 2KR に対する意見を

聴取することとし、要請内容の必要性及び妥当性にかかる検討を行った。 

 
なお、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自給

に向けた開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援していくこととし、これまでの

経緯と検討を踏まえ、平成 17 年度より、食糧増産援助を「貧困農民支援（Grant Assistance for 
Underprivileged Farmers）」に名称変更し、裨益対象を貧困農民、小農とすることを一層明確化

することを通じ、その上で、食糧生産の向上に向けて支援していくこととした。 
 

(2) 目的 

本調査は、エリトリア国（以下「エ」国という）について、平成 18 年度の貧困農民支援（2KR）

供与の可否の検討に必要な情報・資料を収集し、要請内容の妥当性を検討することを目的とし

て実施した。 

 

 

1-2 体制と手法 

(1) 調査実施手法 

本調査は、国内における事前準備、現地調査、国内解析から構成される。 

現地調査においては、「エ」国政府関係者、国際機関、NGO、資機材配布機関／業者等との

協議、サイト調査、資料収集を行い、「エ」国における 2KR のニーズ及び実施体制を確認する

とともに、2KR に対する関係者の評価を聴取した。国内解析においては、現地調査の結果を

分析し、要請資機材計画の妥当性の検討を行った。 
 

(2) 調査団構成 

総括 徳橋 和彦 JICA ケニア事務所 次長 
実施計画 本山 歌日子 （財）日本国際協力システム 業務部 プロジェクトマネージャー
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(3) 調査日程 

日数 月日 曜日 徳  橋 本  山

1 11月19日 日 12:00　成田（NH209） → 16:25 フランクフルト

2 11月20日 月

10:35　フランクフルト（LH592）→

20:05　（ジェッダ）

21:05　（ジェッダ） → 22:25 アスマラ

3 11月21日 火

09:30　国家開発省表敬（局長）

10:30　農業省表敬（農業大臣）

02:00　農業省協議

4 11月22日 水

08:30　農業省マエケル州農業事務所協議

10:00　マエケル州ガーラ地区農業事務所協議

11:00　農業機械販売会社訪問

14:00　農業省協議

5 11月23日 木

09:00　農業省協議

14:00　マエケル州ベリック地区農業事務所
　　   協議、同倉庫視察
16:00　農業省協議

6 11月24日 金

10:00　国家開発大臣表敬

14:00　FAO協議

16:00　農業省協議

7 11月25日 土 17:15　ナイロビ（EK72） →  23:15  ドバイ
09:00　農村視察

PM　    資料整理

8 11月26日 日 17:40　ドバイ（B8 375）   → 22:05  アスマラ 　 　    資料整理

9 11月27日 月
09:30　国家開発省表敬（局長）

14:00　農業省ミニッツ協議
09:30　国家開発省表敬（局長）

14:00　農業省ミニッツ協議

10 11月28日 火

08:00　農業研究所協議

11:00　農業省ミニッツ協議

14:30　マエケル州ガーラ地区農業事務所協議

15:30　ガーラ地区農業事務所倉庫視察

16:00　マエケル州ベリック地区農業事務所協議

16:30　ミニッツ署名（国家開発省）

11:00　農業省ミニッツ協議

14:30　マエケル州ガーラ地区農業事務所協議

15:30　ガーラ地区農業事務所倉庫視察

16:00　マエケル州ベリック地区農業事務所協議

16:30　ミニッツ署名（国家開発省）

11 11月29日 水 10:25　アスマラ（B8 332） →  16:35 ドバイ
10:00　イタリアンコーポレーション協議

14:00　農業省協議

12 11月30日 木 10:05　ドバイ →　14:15  ナイロビ
00:05　アスマラ（LH593）→ 08:30 フランクフルト

20:50　フランクフルト（NH000）→

13 12月1日 金 15:50　成田
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(4) 面談者リスト 

1）在ケニア日本国大使館 

大湊 諭 二等書記官 

 

2) JICA エリトリアリエゾン事務所 

Mr. G. Michael Stephano JICA Eritrea Liaison Officer 

 

3） 農業省：Ministry of Agriculture 

Mr. Alefine Berhe Minister of Agriculture 

Mr. Solomon Hail Director, Planning & Statistics Division 

Mr. Asfaha Berhe Procurement Officer, Procurement & Supplies Management 

Mr. Habtezghi Tsegay Program Manager, Emergency Reconstruction Program 

(ERP) 

Mr. Haile Ghide Head, Zoba Maekel（農業省マエケル州事務所） 

Mr. Hilemichael Berhe Head, Sub-Zoba Gala（農業省ガーラ郡事務所） 

Mr. Andezion Zerai Head, Sub-Zoba Berik（農業省ベリック郡事務所） 

 

4) 国家開発省： Ministry of National Development 

Mr. Woldai Futur Minister 

Mr. Solomon Tecle Senior Expert 

Prof. Abraham Kidane Economic Adviser to the Government 

佐々木 忠弘 Aid Coordinator（JICA 専門家） 

 

5) FAO 

Mr. Admir P. M. Bay (PhD) FAO Representative, Eritrea 

 

6) Italian Cooperation Asmara 

Mr. Piercarlo Vincentini Program Officer 

 

7) Biselex PVT Group of Companies（農業機械取扱業者） 
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第 2 章  当該国における農業セクターの概況 
 
2-1 農業セクターの現状と課題 

(1) ｢エ｣国経済における農業セクターの位置づけ 

「エ」国の経済は表 2-1 のように 2002 年以降上昇傾向にあり、GDP は伸び続け、実質成長

率についても 2001 年以来成長を続けている。しかしながら、1 人当たり GDP に換算して約 250

米ドル（2005 年）と、依然として最貧国に位置づけられるレベルである。また、穀物の輸出

品はほとんどなく、輸入品には小麦等穀類が多く食糧不足を輸入により補っている状況である

（表 2-3 参照）。 

 

 

表2-1 ｢エ｣国の経済の推移（2001年～2005年） 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 

GDP（百万米ドル）  671.4 630.8 750.6 983.1 1144.8 

GDP 実質成長率（%） 9.2 0.7 3.0 1.0 2.0 

人口（百万人） 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

1 人当り GDP（米ドル） 159.9 146.7 170.6 218.5 248.9 

輸出額（百万米ドル） 19.9 51.1 20.5 17.4 17.9 

輸入額（百万米ドル） 536.0 533.4 530.2 583.6 606.7 

（出典：Country Report Eritrea, The Economist Intelligence Unit）          

 

 

図 2-1 は「エ」国の GDP に占める主要産業の割合である（2002 年）。この中で農業部門は全

体の 11.7％となっているが、農業省によると、「エ」国において全人口の約 8 割が農業を基盤

とした生活を営んでいる。しかし、そのアウトプットは GDP 全体の 11.7％に過ぎない。以上

から、「エ」国の農業の生産性が低く、大半の農業生産物は自家の食糧として消費されており、

販売・換金にまでは廻っていないということが想像される。 
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（出典：Country Report Eritrea, The Economist Intelligence Unit） 

 
図2-1 ｢エ｣国の主要産業のGDPに占める割合（2002年） 

 

 

(2) 自然条件 

「エ」国の農業地帯は気象条件、地理的条件より西部低地（ガシュ・バルカ州など）、中央

高地（マエケル州、デバブ州など）、東部低地（北紅海州など）の三地域に分類できる。各地

域の概要は以下のとおりである。 

 

1) 西部低地（ガシュ・バルカ州）： 

中央高地の西側に広がる西部低地は「エ」国で最も農業生産量の高い地域で、「エ」国農

業政策の最重点地域でもある。平年では雨季に200～400mm程度の雨量があり、2005年の統

計によれば、同年の総穀物生産量の45.1％にあたる約15.1万トンをガシュ･バルカ州にて生産

している。また、国内で生産されるソルガム及びミレットの75％は、この地域で生産されて

いる。中央高地と比して人口が少ないため一戸あたりの耕作面積は広く、中には2,000ha以上

の農地を所有し果樹、綿等の商業生産を行っている農家も存在する。しかしながら大多数の

農家は雨季の降雨に依存した伝統農法によりソルガム及びミレット等を生産している。農業

生産が盛んで、潜在力も高く、農業資機材を投入しやすい地域でもあることから、過去に2KR

で調達されたトラクターの約48％にあたる133台がこの地域の農家に販売されている。また、

今までの2KRで調達された肥料の約30％もこの地域に投入されている。 
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2) 中央高地（マエケル州、デバブ州）： 

アスマラを含む中央高地は標高2,000m前後あり、エチオピアとの国境にかけての盆地部で

は、平年では年間500～650mm程度の雨量があり西部低地に次ぐ穀倉地帯である。地下水位

の高い一部の地域では浅井戸による灌漑農業により、トウモロコシや野菜類を通年栽培して

いる農家も存在する。2005年の統計によれば、コムギ、オオムギ、メイズ及びテフ（イネ科

の穀物、主食インジェラの原料）の90％以上をこの地域で生産している。これまでは雨季の

直前に牛等の畜耕により農地を耕起していたが、近年ではトラクターによる耕起が普及して

いる。この地域の農家は資金に余裕がある限り、トラクターを所有する近隣農家又は農業省

による賃耕サービスを利用している。また2KRで調達された肥料の48％、灌漑ポンプの57％

が同地域に投入されており、「エ」国の中では先進的な地域でもある。 

 

3) 東部低地（北紅海州）： 

北紅海州を含む東部低地は紅海に面した酷暑地帯で、一年を通じてほとんど雨が降らず、

海岸沿いは土漠、砂漠が広がり農業にはあまり適していない。また、人口が少なく、道路な

どのインフラも未整備であることから、耕地面積は小さく、農業生産は「エ」国の中では最

も少ない。 

農業はアラブ系遊牧民が営む牧畜がこの地域の主流であるが、中央高地と紅海沿いの土漠

地帯との間に広がる扇状地帯には、山間部に降る雨水が洪水となって溢れる肥沃な土地があ

り、これら地域では Spate Irrigation（洪水灌漑）2 による農業生産の潜在力があると考えら

れている。 

 

(3) 食糧生産及び需給状況 

1）主要作物の生産状況 

過去5年間の「エ」国の主要食用作物生産状況の推移を表2-2に示す。「エ」国の主要食用

作物はメイズ、オオムギ、ソルガム、ミレット、コムギ、テフ等の穀類である。 

穀類全体の生産量については、2002年から2004年の旱魃による単収減により作付面積の拡

大にもかかわらず著しく減少したが、2005年に大きく回復した。作物別の生産量をみると、

5年間の生産自体は旱魃の影響がそれぞれの作物に同様に現れているが、2005年に関し、コ

ムギの作付面積が減少しており、メイズの作付面積が拡大している。ミレットについては作

付面積が5年間で倍増しているが、単収は2001年と比較し下がっている。テフについては作

付面積が過去5年間ほぼ一定である。 

                                                   
2 涸川に雨季に水が流れてきた際、その水を確保するためのダム等を予め建設しておき、その水を蓄えたり農

地に流し込み灌漑水として利用する灌漑法。 
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表2-2 主要作物の生産状況の推移 

2001 2002 2003 2004 2005
作付面積 （ha） 11,529 5,225 13,362 9,509 27,685
生産量 （ t ） 9,051 3,008 4,456 2,291 13,581
単収 （kg/ha) 785 576 333 241 491
作付面積 （ha） 48,381 40,010 43,965 51,926 54,304
生産量 （ t ） 44,934 9,736 8,576 11,876 56,025
単収 （kg/ha) 929 243 195 229 1,032
作付面積 （ha） 40,420 40,000 40,000 61,403 80,232
生産量 （ t ） 30,267 5,796 16,935 11,972 40,571
単収 （kg/ha) 749 145 423 195 506
作付面積 （ha） 165,821 166,296 200,933 211,756 232,573
生産量 （ t ） 78,759 33,583 64,061 56,743 183,906
単収 （kg/ha) 475 202 319 268 791
作付面積 （ha） 22,458 26,163 20,000 23,811 16,162
生産量 （ t ） 22,423 13,000 4,775 7,199 17,775
単収 （kg/ha) 998 497 239 302 1,100
作付面積 （ha） 30,000 30,000 31,456 30,316 30,145
生産量 （ t ） 19,551 3,191 7,161 11,876 19,221
単収 （kg/ha) 652 106 228 392 638
作付面積 （ha） 318,609 307,694 349,716 388,721 441,101
生産量 （ t ） 207,985 68,314 105,944 101,957 331,079
単収 （kg/ha) 653 222 303 262 751

メイズ

オオムギ

ミレット

ソルガム

コムギ

テフ
（その他）

穀類全体

 

（出典：FAO Statistical Databases 及び農業省統計資料） 

 

 

2）食料需給状況 

① 穀類全体の需給状況 

 「エ」国の食料消費量と国内生産量の関係を図 2-2 に示す。穀物に加え豆類及び油脂植

物に分類されるゴマが食料として統計に含まれている。統計によると 1992 年以降では、

天候に恵まれ生産量が消費量を上回った 1998 年を除き、消費量に対する生産量の割合は

10％から 70％の間を推移しており、国内需要量を充足するには海外からの食糧援助に頼ら

ざるをえない状況にある。また、国内消費量は、人口の増加に伴い年々増加傾向にあり、

農地の拡大及び単収3の増加による作物生産量の増加とその安定生産が不可欠である。 

 

                                                   
3 単位面積当たりの収量。 
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（出典：農業省資料） 

 
図2-2 ｢エ｣国の食料消費量と国内生産量の推移 

 

 

② 作物別需給状況 

表2-3に「エ」国の主要穀物の輸出入状況を示す。近年キャッサバについては輸出入がな

いが、メイズ、コムギ、ミレット、ソルガムとも①で述べたように国内消費量に生産量が

及ばないため、輸入に頼っている状況である。特にコムギについては2004年の国内生産量

7,199トンに対して輸入量が443,810トンと、その80％以上を輸入に頼っており、人口の増

加に伴いさらに輸入が増加する傾向にある 

 

 

表2-3 主要穀物の輸出入量の推移 
（1,000 トン）

2000 2001 2002 2003 2004
輸入量 0.13 11.05 11.01 5.28 5.28
輸出量 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
輸入量 257.95 279.94 187.25 331.91 443.81
輸出量 0.00 0.00 0.00 0 0
輸入量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
輸出量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
輸入量 21.9 25.32 33.00 29.00 90.00
輸出量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
輸入量 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19
輸出量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ソルガム

ミレット

年

メイズ

コムギ

キャッサバ

 
（出典：Country Report Eritrea, The Economist Intelligence Unit） 



 

10 

(4) 肥料の生産・流通状況 

「エ」国内で肥料は生産されておらず、また輸入から国内配布までの民間市場も未だ成立し

ていないことから、肥料の輸入・販売を行っているのは農業省のみである。しかしながら、農

業省は肥料を輸入するための予算を有していないため、肥料の調達に関しては、2KRを含む海

外からの援助に依存している。最近6年間の調達実績（1999年以降）を表2-4に示す。近年輸入

実績のある肥料は尿素、二燐酸アンモニウム（DAP）及び硫酸カリ（SOP）の三品目のみであ

る。1999年と2000年にはEU、サウジアラビア、カタールからの援助により尿素及びDAPが合

計58,431トン調達された。2001年から2004年までの肥料調達量に関しては、この5年間の肥料

調達量は11,386トンとそれ以前と比べて大幅に減少した。これは、政治的な理由で二国間の援

助を行う国が減少していることに起因している。2002年以降「エ」国が調達した肥料は、2002

年にアフリカ開発銀行（AfDB）から得たDAP3,000トンを除き全て2KR肥料であった。「エ」国

における肥料の調達は2004年度2KRによる3,042トンを最後にそれ以降は全く調達されておら

ず、市場にはほとんど肥料が存在していないのが現状である。 

農業省によると、2001年から7年計画で行われている国家緊急再建計画（ERP）の予算の残

額を利用して2007年1月に12,500トンの肥料（尿素）を調達する予定である。この尿素は2007

年～2008年の2年間で農民に売却する予定であり、2006年度2KRでDAPが調達された場合、DAP

を耕起後の元肥（もとひ）とし、尿素を作付け後の追肥（ついひ）として使用する意向である。 

 
 

表2-4 肥料の輸入実績 

年 肥料の種類 数量（ t ） 調達資金ソース 年度別合計（ t ）
尿素 3,492 サウジアラビア

尿素 24,167 カタール

DAP 6,983 サウジアラビア

DAP 11,831 EU
2000 尿素 11,959 カタール 11,959

DAP 1,350 日本（2KR）
SOP 420 日本（2KR）
DAP 1,457 日本（2KR）
DAP 3,000 ADB
SOP 452 日本（2KR）
尿素 724 日本（2KR）
DAP 941 日本（2KR）

2004 尿素 3,042 日本（2KR） 3,042

1,665

46,473

1,770

4,9092002

2003

1999

2001

 

（出典：農業省資料） 
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(5) 農業セクターの課題 

1）農業資機材の流通 

「エ」国は1993年に独立した新興国で、経済活動は脆弱であり、農業資機材を生産するメ

ーカーは同国内に存在しない。また、農業資機材を輸入販売する民間業者もごく限られてい

る。エチオピアとの間で30年間続いた独立闘争時代から、海外からの援助や物資の補給が途

絶えていたため、農業資機材は独立当初より極端に不足しており、現在もこの状況は続いて

いる。農業省は民間部門育成の必要性は十分認識しているものの、民間部門が脆弱な現状で

は、当面は農業省が我が国の2KR等により農業資機材の輸入販売を行い、民間部門を補完せ

ざるを得ない状況にある。 

 

2）農地の拡大 

降雨が不規則であり、大半の農家が営む小規模自給農業は灌漑施設を持たない天水依存型

の農法であるため、年毎の農業生産量の変動が著しい。大半の農家は近代的な生産資機材を

投入する資金的余力がなく、また農業資機材の国内供給も不定期かつ不十分であるため農業

生産性は低く不安定である。 

「エ」国は地域によっては耕作地の拡大によって農業生産を増加させる可能性を有してい

ることから、今後の農地の拡大も期待される。また、一部地域には河川、地下水等の水資源

があり、それらの水資源を活用することにより農地を灌漑することができれば、年に1回し

か耕作できない現在の状態が改善され、年間を通じての耕作が可能となる。このため農業省

では、雨季の天水を貯留する築堤工事を全国で進めている他、浅井戸の掘削に使用するエク

スカベーターの賃貸サービスを提供するなどして農業用水の確保に取り組んでいる。また、

いくつかの地域は果樹、野菜の栽培に適しており、国内消費及び近隣諸国、特に冬期のヨー

ロッパへの輸出を目指した開発が可能である。しかしながら、｢エ｣国の少ない降雨量、厳し

い経済的制約から、耕地面積の急激な拡大は容易ではなく、農業の発展には大きな努力を要

すると考えられている。 

 

 

2-2 貧困農民、小規模農民の現状と課題 

(1) 貧困の現状 

 「エ」国の 1 人当たりの GDP は 248.9 米ドル（2005 年、表 2-1 参照）であり、世界の中で

も最貧国（LLDC）に位置づけられる。 

1993 年エチオピアから独立して以来、「エ」国政府は経済とインフラを中心に国家再建に努

めてきた。1993 年から 1997 年の間に経済発展は順調に進み、GNP は 7％の伸びを見せたが、

1998 年から 2000 年に起きたエチオピアとの国境紛争により、道路、橋梁、学校等の公共施設

のみならず、住宅や病院等に至るまで破壊され経済は急激に悪化した。さらにこれに追い討ち

をかけるように、2002 年から 2004 年にかけて旱魃が続き経済状態はさらに悪化した。また、
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国境紛争からの帰還兵、エチオピアやスーダンからの難民の流入により、貧困層は増え続けて

いる状況である。 

 2003 年に「エ」国政府が作成した暫定版貧困削減戦略文書（I-PRSP）によると、充分な食

糧を得られないもの、かつ必要とする生活必需品や医療サービスを得られないものを貧困層と

位置づけている。また、その中で月収 240 ナクファ（約 1,896 円）以下が貧困層、150 ナクフ

ァ（約 1,185 円）以下を最貧層としている。この定義づけにより、国民の 66.40％（約 236 万

人）が貧困層と位置づけられており、その内訳は都市部で 70.32％（うち最貧層は人口比で

32.65％）、農村部で 64.64％（うち最貧層は人口比で 38.90％）となっており、最貧層は「エ」

国全体で 36.97％になる（表 2-5 参照）。 

 

 

表2-5 人口に占める貧困層の割合 
（単位：%）

場　所 人口 貧困層 最貧層

都市部 31.20 70.32 32.65
農村部 68.80 64.64 38.90
全　国 100 66.40 36.97  

（出典：I-PRSP, Government of the Eritrea） 

 

 

 貧困は教育・医療サービスへのアクセス及び耕作面積の大小に密接に関連している。地方に

おいて、最貧困層といわれる世帯は 0.9ha 以下の耕地しか所有しておらず、その中で多角的に

農産物を生産しているものの、世帯で年間消費する食糧すら必要な量を確保できていないため、

旱魃などの天災に対し経済的ショックも受けやすい。 

 世帯構成について、1 世帯当たりの人数は地方では平均 6.0 人、都市部では 4.2 人と地方の

方が多く、全国平均では 5.1 人となっている。また、戦争の影響で 30％の世帯主が女性である。

「エ」国での女性の収入は平均的に男性の半分以下であり、多くは土木・建設4や農業などの

単純作業に従事しており、さらに所有する農地や家畜等も男性が世帯主となっている世帯より

も少ない。 

 

(2) 貧困農民・小規模農民の現状と課題 

 農業省によると、「エ」国の農家のうち約 80％は小規模経営である。農家の約 95％は灌漑施

設を持たない天水依存型の農法を行っているため、年毎の農業生産量の変動が著しい。また、

大半の農家は近代的な生産資機材を投入する資金的余力がなく、農業資機材の国内供給も不定

期かつ不十分であるため農業生産性は低く不安定である。「エ」国の貧困農民を減少させるた

                                                   
4 「エ」国では女性が土木・建設現場などの肉体労働に従事することも一般的である。 
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めには、農業の生産性を高めることが当面の課題である。そのためには可能な限り灌漑農業を

普及させること、施肥により単位面積当たりの生産性を高めることなどの方法があるが、現状

では農民に資金力が乏しいため厳しい状況である。 

 

 

2-3 上位計画 

(1) 国家緊急再建計画（ERP） 

2001年～2006年にかけ実施されているERPは中期農業開発計画（第一次：2000年～2004年）

と連携して実施されており、エチオピアと国境を接する2州（ガシュ・バルカ州、アンセバ州）

を対象として実施されたものである。以下の6項目がERPの活動内容である。 

 

① 農業振興 

② インフラ整備 

③ プライベートセクターの再建 

④ 社会保障 

⑤ プログラム実施予算の捻出 

⑥ プログラム実施監理及びモニタリング 

 

ERPは、エチオピアと国境を接する2州においてエチオピアやスーダンからの難民や2000年

に終戦となったエチオピアとの戦争からの帰還兵の雇用機会の創出と食糧不足の解消を目的

としている。予算総額は4,300万米ドルで、表2-6の各ドナー及びエリトリア政府による資金に

てまかなわれている。農業省によると、エリトリア政府が出資した590万米ドルの内250万米ド

ルについては2KRにより調達されたトラクターの賃貸料等により補完されたとのことである。 

 

 

表2-6 国家緊急再建計画（ERP）の予算（2001年） 

（単位：百万米ドル）

IDA AfDB EU イタリア デンマーク エリトリア 合計

15.0 9.1 3.0 3.0 7.0 5.9 43.0  
（出典：農業省資料） 
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(2) 中期農業開発計画（第一次：2000～2004 年、第二次：2006～2010 年） 

中期農業開発計画は「エ」国における食料安全保障及び貧困削減に主眼を置いたものであり、

その主な政策目標は、同国民の生活水準の改善、食糧の自給達成、雇用機会の創出である。農

業開発計画は、近代農業の導入、潜在的に高い生産力を有する地域の耕地の拡大、灌漑農業の

普及、農業試験研究・農業普及・農業教育機関の整備、肥料・農薬の適正使用等による農業生

産性の向上及び生産量の増大による農村開発を目指している。 

また、「エ」国において、主要穀物の生産は過去 5 年間 10～70％程度しか国内消費量を満た

しておらず、国内消費量に対し不足している生産量の差を縮小することが第二次中期農業開発

計画の主要目的となっている。その中で主要穀物の生産量については 2010 年までに約 53 万ト

ンを生産することが目標とされている。 

 

上記政策目標の実現のため、農業省では対象地域の農家に対し、優良種子、肥料、農薬及び

農業機械のクレジットサービスによる販売や各作物に適した栽培方法と適正な生産管理指導

を行うとともに、トラクターなどの賃貸サービスを提供している。また、灌漑ポンプの調達・

活用による灌漑設備の充実は、作付回数の増加及び天候に左右される収穫量の安定に重要な役

割を果たすと考えている。 

我が国の貧困農民支援（2KR）はこれら農業政策を支援するものと位置づけられ、本政策を

実施するために必要な資機材の調達を我が国に対し要請したものである。 

 



 

15 

第 3 章 当該国における 2KR の実績、効果及びヒアリング結果 
 
3-1  実績 

(1) 過去の調達実績概要 

表 3-1 は「エ」国における 2KR の実績である。「エ」国向け 2KR は、1995 年度より実施さ

れており、過去累計で 24.3 億円の供与実績（E/N ベース）となっている。供与品目は肥料、農

薬、農機/車輌等多様な品目を調達しており、その品目の多さは「エ」国にあらゆる農業資機

材が不足していることを示している。中でもトラクターの供与額の割合は高く、2004 年まで

に累計 276 台（金額ベースでは約 9.2 億円）を調達している。表 3-2 は過去に供与したトラク

ターの調達実績で、表 3-3 が州別の配布結果である。トラクターについては、耕地面積の広い

ガシュ・バルカ州に多くの台数が配布されている。肥料については、過去 5 回供与されており、

DAP と尿素が調達されている。 

なお、2006 年度においては、肥料（DAP）のみが要請されている。 

 

 

表3-1 2KR実績 

年度 1995 1996 1999 2000 2001 2004 

E/N 額 3.0 億円 3.0 億円 5.3 億円 5.0 億円 5.0 億円 3.0 億円 

品目 農薬 肥料 肥料 肥料 肥料 肥料 

 農業機械 農薬 農薬 農薬 農薬 農業機械

  農業機械 農業機械 農業機械 農業機械   

   建設機械 車両 車両     

（出典：JICS 2KR データベース） 

 

 

表3-2 2KRによるトラクター調達実績 

供与年度 1995 1996 1999 2000 2001 2004 合計

台数 43台 6台 50台 58台 91台 28台 276台  
（出典：JICS 2KR データベース） 
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表3-3 2KRで供与されたトラクターの配布結果（累計） 

マエケル州 デバブ州 アンセバ州 ガシュ・バルカ州 南紅海州 北紅海州 合計

31台 53台 41台 133台 16台 2台 276台  

（出典：農業省資料） 

 

 

(2) 2004 年度調達機材の配布結果 

2004 年度に調達された資機材は、表 3-4 に示すとおり全て各州に配布されている。トラクタ

ーは耕地面積の大きいガシュ・バルカ州に大半を配布しており、販売用としてではなく各州の

農業事務所において賃貸サービス用として活用されている。尿素は耕作面積の広いデバブ州と

ガシュ・バルカ州に多くの量が作付け・追肥用として配布されている。ただし、0.3 トンにつ

いては破袋等のため配布されなかった。また、井戸掘削用として調達されたエクスカベーター

は南紅海州の農業事務所において賃貸サービス用として活用されている。 

 

 

表3-4 2004年度2KR調達機材の配布結果 

マエケル州 デバブ州 アンセバ州 ガシュ・バルカ州 南紅海州 北紅海州 未配布

【肥料】

尿素 3,013.9 トン 493 1,399.1 245 846.5 20 10 0.3
【農業機械】

トラクター 28 台 4 24
ディスクプラウ 28 台 4 24
ディスクハロウ 28 台 4 24
トレーラー 28 台 4 24
エクスカベーター 1 台 1

配布数量単
位

調達
数量

調達品目

 
（出典：農業省資料） 

 

 

3-2 効果 

(1) 食糧増産面 

農業省の調査によれば、2001年度に2KRで調達したDAPを使用した農地と使用しなかった農

地との比較では、前者が後者の2倍の生産量を上げたとの施肥効果が報告されている。2004年

度に調達された尿素（3,000トン）については、2006年までにそのほとんどが販売されている

が、今回の調査においてはその効果について調査が行われなかったため、その報告はなかった。 

また、農業省によると、トラクター及び作業機の導入により、従来よりも短期間で農作業を

完了でき（一般的に1人で人力にて1haの農地を耕作するのに4日間かかるところ、2.5時間で作
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業が完了する）、適期適作が可能となったなど、機械化による農作業の効率化という面でも2KR

は貢献しているとのことである。耕地面積については確実に拡大しており、2004年度2KR現地

調査時に45.1万haであった耕地面積が52.2万haと増加している背景には2KRによるトラクター

の導入が少なからず効果をもたらしていると農業省は説明している。 

以上のような効果に加え、農業省は「2KRは、農業資機材にアクセスする手段の極めて少な

い「エ」国の農家に対して、それを可能にし、同国の食糧増産に非常に役立っている」と評価

している。また、同省の説明では、年間降雨量が不安定であることから、国内の灌漑システム

の整備は、｢エ｣国農業の発展に必要不可欠であり、過去2KRで調達された灌漑ポンプ及びエク

スカベーターは、灌漑農地の拡大に貢献してきたとのことである。 

 

(2) 貧困農民、小規模農民支援面 

「エ」国農業省は 2ha 以下の農民を貧困農民として 2KR の支援対象としている。農業省の

説明によると国民の 80％は農業を生業としており、そのうち約 80％の農家が 2ha 以下の土地

しか所有しておらず、農業分野を支援するプログラムは一様に貧困農民を支援することに繋が

るとのことである。 

2KR で調達した農業機械は高額であるため貧困農民や農民グループに販売することが困難

であることから、2004 年度の 2KR で調達したトラクターについては販売することをやめ、農

業省の各州（Zoba5）農業事務所が所有し、必要とする農民に賃貸サービスを行うこととした。

賃貸料は 1ha あたり 200 ナクファとなっており 2004 年度 2KR の見返り資金はこの賃貸料によ

り積み立てられている。肥料については、農業省が各郡（Sub-Zoba6）にある農業事務所を通

じて直接農民に販売している。販売価格は 2006 年度実績で尿素が 100kg あたり 480 ナクファ

と CIF 価格の約 5 分の 1 という、貧困農民にアクセスしやすい価格としている。 

このように、「エ」国における 2KR は貧困農民に対し充分配慮した形態で実施されている。 

 

 

3-3  ヒアリング結果 

ヒアリングは政府関係者を中心に 2KR 調達機材を購入した農家、国際機関、他ドナー、NGO、

農業資機材販売業者を対象に実施した。その結果、これまで実施された 2KR が「エ」国にお

いて、重要な援助であったことが強調され、2KR が有効に活用されていることが確認できた。

他方、実施上の課題についても把握することができた。以下はその要旨をまとめたものである。

詳細については「別添 4．ヒアリング詳細」を参照のこと。 

 

 

                                                   
5 Zoba：エリトリアの言葉で「州」の意。 
6 Sub-Zoba：エリトリアの言葉で「郡」の意。いくつかの Sub-Zoba で Zoba を構成する。 
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(1) 裨益効果の確認 

- 「灌漑用ポンプを安価で貸与してもらい非常にありがたかった」2KR 調達機材購入農家 

- 「夫が戦死した後、1998 年からトラクターの賃貸サービスを受けている。おかげで女手だ

けで 1ha の農地で農業を営むことができている」2KR 調達機材購入農家の周辺に住む小規

模農家 

- 「2KR のおかげで生産性があがり、収入も増えた。今後も日本に 2KR を継続してもらい

たい」2KR 調達機材購入農家 

- 「2KR で購入したエクスカベーターや灌漑ポンプが灌漑開発に非常に役立っている」農業

省 2KR 担当者 

 

(2) ニーズの確認 

- 「肥料が市場で手に入らないので、2KR による肥料の供給は必要不可欠である」 

 2KR 調達機材購入農家 

- 「2KR の要望については各郡レベルの農業事務所に所属する農業普及員が農民に対する

ヒアリングを実施し各郡から州レベルへ報告され、最終的に 2KR の実施機関である農業省

計画統計部が取りまとめるシステムになっている」農業省 2KR 担当者 

 

(3) 課題等 

- 「スペアパーツの調達が困難で修理ができないため長期間使えないことがある」2KR 調達

機材購入農家 

 

(4) その他 

- 「二国間で「エ」国を支援する国は非常に少ない中で、日本の KR や 2KR のような人道的

かつ物資を支援する形態の援助は非常に歓迎である」FAO エリトリア事務所長 
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第 4 章 案件概要 
 

4-1 目標及び期待される効果 

国民の約 8 割が農業を生活の基盤としている「エ」国において、国家開発計画及び中期農業

開発計画とも、食料安全保障と貧困削減が基軸となっている。特に農業政策においては、過去

5 年にわたり食用穀物が年間消費量に対し 10～70％程度の自給率を 2011 年までに 100％にす

るという目標がある。95％の農家が天水に依存した農業を行っている状況でこの目標を達成す

るのは簡単ではないが、農業省は近代農業の導入、潜在的に高い生産力を有する地域の耕地の

拡大、灌漑農業の普及、農業試験研究・農業普及・農業教育機関の整備、肥料・農薬の適正使

用等による農業生産性の向上及び生産量の増大のための努力を続けている。このような状況下

において 2KR による資機材（特に肥料）の調達は、過去の農業省による調査において「DAP

を肥料として使用した場合、使用しなかった場合の 2 倍の収穫量があった」という調査結果が

でていることからも、直接的に食糧増産に貢献することは明白なことと「エ」国側は考えてお

り、2006 年度の 2KR の実施が期待されている。 

特に、肥料にアクセスすることが困難な農村部においては、肥料の入手によって、単収が増

加し農業生産性が向上し収量が増加することが期待できる。これにより、農家の栄養改善が行

われ、増収が期待できることから、教育、保健医療などへのアクセスが可能になり、貧困の削

減に貢献すると考えられる。 

また、現在計画されている見返り資金プロジェクトは、貧困農村の総合的な地域開発で、選

定された地域について、家庭養鶏の普及、灌漑用ダム建設、共同苗床開発、共同酪農設備建設

などが盛り込まれており、貧困農村における食糧増産及び所得の向上に寄与するものと期待さ

れている。 

 

 

4-2  実施機関 

要請の対外的な窓口は国家開発省であるが、国内需要調査、資機材調達、販売・配布、賃貸

サービスの提供及び見返り資金の管理は、一括して農業省が実施責任を負っている。2KR の

各ステージにおける「エ」国の実施責任省庁及び部局を表 4-1 に示す。また、図 4-1 に農業省

の組織図を示す。農業省における 2KR の責任部局は計画統計部であり、職員 2 名及びアシス

タント 1 名により実施管理される。 

表 4-2 は 2005 年度及び 2006 年度の農業省の予算である7。「エ」国が政策的に農業に力を入

れているのは、管理費、事業費とも増大していることから読み取れる。なお、2006 年度の事

業費が飛躍的に増大しているのは、水源確保のためのダム建設が実施されたためである。農業

省の説明によると、このダム建設にかかった費用は全て国家予算から計上されたものであり、

                                                   
7
 今次調査において、過去 3 年分の予算書の提出を農業省に依頼したが、2004 年度分以前については、デー

タの信憑性に疑問があったという理由で提出されなかった。 
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各国ドナーの支援に頼らず実施された。 

 

 

：2KR実施責任部局

国 立 農 業 研 究 所 広 報 活 動 部

大　　　　　臣

会 計 課

人 事 総 務 課

調達管理供給課

政 策 分 析 課

計 画 統 計 部 管 理 財 政 部

戦略情報システム課

モニタリング評価課

農 業 統 計 課

計 画 課

農 業 促 進 開 発 局

動物衛生部 植物衛生部 環 境 部

防 疫 業 務 局

普及支援課

灌漑計画課

灌漑技術
支援課

事業開発課

操作・維持
管理課

技術サービス部 灌 漑 部 機 械 化 部

技術顧問課

 
（出典：農業省資料） 

 
図4-1  農業省組織図 
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表4-1 実施機関一覧 

要請窓口省庁 国家開発省

総合実施責任省庁 農業省

要望調査票作成部局 農業省 計画統計部

入札責任部局 農業省 管理財政部 調達管理供給課

配布責任部局 農業省 農業促進開発局

見返り資金積立・管理責任部局 農業省 管理財政部

見返り資金使途決定・申請部局 農業省 計画統計部  

（出典：農業省資料） 
 

 

表4-2 農業省の予算 

（単位：ナクファ）

2005年度 2006年度

管理費 42,000,000 67,000,000
事業費 47,000,000 201,099,000
合　計 89,700,000 268,099,000   

（出典：農業省資料） 

 

 

「エ」国では、地方行政区分である州及び郡単位に農業省の地方事務所があり、農業省はそ

れら事務所を通して、需要の取りまとめ、機材購入者の選定、資材の配布販売、農業普及員に

よる農家指導及び機材の購入者に対する操作訓練等の地方レベルでの活動にあたっている。 

また、農業省は、地方事務所の他に全国 6 箇所ある常設ワークショップ（図 4-2 参照）を通

じてスペアパーツの販売やメンテナンス等のアフターサービス及び賃耕サービスを実施して

いる。 
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図4-2 全国のワークショップ 

 

 

4-3 要請内容及びその妥当性 

(1) 要請品目・要請数量・対象作物・対象地域 

1) 要請品目と要請数量 

当初の要請はトラクターと肥料の 2 品目（計約 7.9 億円）であったが、最終的な要請にあ

たってはトラクターを取り下げ、肥料（DAP）のみを調達することとなった。農業機械は国

内では簡易な農具を除き生産されておらず、各種農業機械を海外から輸入している状況であ

るが、近年は「エ」国内にも商業ベースで灌漑ポンプ等の水資源関連機材及びトラクターと

その作業機を輸入する農業機械のディーラーが存在するようにもなっている。 

他方、肥料については「エ」国において、市場が未成熟なためほとんど輸入販売しておら

ず、2KR などの援助により、農業省が事実上「エ」国唯一の肥料供給者となっている。 
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そのため今回は、農業機械よりも安価で貧困層にも入手しやすい肥料を優先的に調達する

こととなった。農業省の説明によると、2004 年に 2KR で調達した肥料の販売を最後に肥料

の在庫がなくなってしまったとのことで、国内市場に完全に肥料が枯渇した状況にあること

の影響も大きい。 

 

 

表4-3 要請資機材リスト 

品名 対象作物 要請数量 単位 

DAP 
メイズ、オオムギ、コムギ、

ソルガム、ミレット、テフ
12,500 トン 

（出典：農業省資料） 

 

 

DAP は窒素（N）18％、リン酸（P）46％を含む高度化成肥料である。DAP は水に溶け

やすく、窒素、リン酸の肥効は即効的であるが、尿素、硫安、塩安と比較してあまり窒素

分が流出しない他、土壌を酸性化する危険性が少ないなどの特徴がある。リン酸含有量が

極めて高いためリン酸固定力の強い土壌には有効である。「エ」国の土壌は農業省のこれ

までの研究によりリン酸固定力が強く、DAP の効果が非常に有効であり、農民もそれを理

解し主要穀物の元肥として人気が高い。DAP は「エ」国内でも一般的に使用されており、

その使用法について農民も理解している。従って DAP を調達品目として選定することは

妥当である。 

 

2） 要請数量の積算根拠 

農業省の説明によると、「エ」国の農業就業家族人口は約 400 万人で、1 世帯あたりの平均

家族数は 5 人なので、 

    農家世帯数 = 4,000,000 人÷5 人 = 800,000（世帯） ･････① 

このうち 8 割の農家が貧困農民に該当することから、 

貧困農民世帯数 = 800,000 人×0.8 = 640,000（世帯） ･････② 

また、農業省の統計によると、貧困農民世帯の平均土地所有面積は約 1.25ha である。 

要請数量の 12,500 トンは、「エ」国で推奨している施肥量が 100kg/ha であることから、 

1 トンあたり 10ha の耕地に使用可能となる。このため、 

12,500t×10ha  = 125,000ha    ･････③ 

③により 125,000ha 分の DAP に相当する量を要請していることになる。 

これは前述した貧困農民の平均土地所有面積（1.25ha）から換算すると、 

125,000÷1.25 = 100,000（世帯）    ･････④ 
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「エ」国全体の貧困農民世帯数が 640,000 世帯であるため、 

④÷②×100  = 15.6％     ･････⑤ 

となり、⑤より貧困農民全体の約 15.6％が DAP にアクセスすることが可能となる。この

DAP の要請数量は「エ」国において必要とされる DAP の範囲内であり、販売可能な数量

と推測される。よって要請されている DAP の数量は妥当であると判断できる。 

 

3）対象作物 

本プログラムの対象作物はコムギ、オオムギ、ソルガム、ミレット、メイズ及びテフで

ある。いずれも「エ」国において、国民の主要食用作物として位置づけられている。第 2

章 2-1(3)で述べたとおり、「エ」国では主要食用作物の国内消費量を国内生産だけで満たせ

ておらず、これらの穀物の増産は、食料安全保障上不可欠である。また、農業資機材が必

要量に対して充分に供給されていないのが現状であり、資機材の利活用による増産のポテ

ンシャルを多分に有していることから、「エ」国ではこれらの穀物を 2KR の対象作物とす

ることは妥当である。 

 

4) ターゲットグループ及び対象地域 

農業省によると、主に 0.5～2ha 程度の土地を保有する小規模農家に対し優先的に肥料の

販売を行う予定である。具体的な販売方法については、農業省の地方事務所である各郡

（Sub-Zoba）の農業事務所の農業普及員が対象地域の農民の名簿を作成し、この名簿を用

いて所有している土地の少ない農民から順に販売を呼びかけていくという手法による。

「エ」国においては、約 80％の農民（農家）がこの規模の小規模農民であり、貧困農民と

目されている。裨益対象が貧困農民に限定されておりターゲットグループについては妥当

である。 

対象地域は「エ」国全 6 州のうち、マエケル、デバブ、アンセバ、ガシュ・バルカ、北

紅海の 5 州が対象となっており、南紅海州については対象とされていない。対象地域とな

っている 5 州は基本的に穀物栽培が盛んであるが、対象とされていない南紅海州は水資源

に乏しく、土地が農業に適していないため、農業は一般的に盛んではなく、畜産業が主体

となっている。このように、対象地域は各州（各郡）のニーズに基づき選定されており、

妥当である。 

 

5）スケジュール案  

「エ」国の降雨期は 6 月中旬～9 月中旬の大雨季と 2 月～3 月の小雨季に集中しており、

年平均降雨量は、高原地域では 500～650mm、低地では 200～400mm と極めて少ない。従

って、図 4-3 に示すとおり、作期の長い作物は 2 月～3 月の小雨季に耕起・播種を行い、5

月には施肥を行う。図中 F1 に示したものが DAP で、元肥として用いるため配布にかかる

期間を考慮して、11 月～12 月頃にはマッサワ港に到着することになっており妥当である。 
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なお、図中 F2 は追肥として使われる尿素で、「エ」国側は 2006 年度終了した国家再建計

画（ERP）の残予算を使用して 2007年 1月～2月に独自で 12,500トン調達する予定である。 

 

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

コムギ

△○ □ ◎　　◇

オオムギ
△○ □ ◎　　◇

ソルガム
□ ▲ ◎　　◇ △ □○

ミレット
△ □○ □ ▲ ◎　　◇

メイズ
□ ▲ ◎　　◇ △ □○

テフ

△□ ○□▲ ◎　　◇

作物名　　　　　　　　　　　　　月

凡　例

作
物
体
系
別
の
選
定
資
材
の
主
な
利
用
時
期

　耕起：△　　　　　播種/植付：○　　　　　防除：▲　　　　施肥：□（F1;DAP, F2;尿素）　　　　　収穫：◎

F1 F2

F1 F2

F2 F1

F1

F1 F2

F2

F2F1

 
（出典：農業省資料） 

図4-3 穀物カレンダー 

 

 

(2) 調達先国 

2004 年度以前に実施された 2KR において調達先国は、農業機械を中心に品目を選定してい

たこともあり、その品質及び性能を確保するため DAC 加盟国に限定されていた。 

今回の要請では調達先国については、競争性を確保し、価格をできる限り抑えることにより

調達数量を増やしたいという観点から、技術仕様を厳格にし、且つ品質証明を要求すること等

により品質が確保されることを条件に、「エ」国以外の全ての国としたいとの希望が出された。

実質的に DAP を生産している国は、DAC 加盟国以外にも FAO データベース等（表 4-4 参照）

でも確認しており、競争性を高めるという観点では「エ」国を除く全世界から調達することは

妥当である。 

 

 

表4-4 肥料生産国（参考） 

品目 生産国（年間1万トン以上）

DAP

オーストラリア、カナダ、中国、イスラエル、ヨルダン、
カザフスタン、韓国、リトアニア、メキシコ、モロッコ、フィリピン、
ポーランド、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、
スペイン、チュニジア、トルコ、ウクライナ、米国、ベネズエラ

 
（出典：JICS 実績、FAO Statistical Databases） 
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4-4 実施体制及びその妥当性 

(1) 配布・販売方法 

1) 実施体制と肥料の販売経路 

肥料の販売は、農業省の各郡（Sub-Zoba）レベルの農業事務所を通じ農民へ直接販売さ

れる。 

マッサワ港に到着した肥料は直接各郡農業事務所の倉庫へ搬入される。肥料の輸送は農

業省の予算によりトラックを配備し実施される。郡農業事務所の倉庫の保管能力が充分で

ない場合、郡を管轄する州農業事務所の倉庫に一旦保管され、そこから必要に応じ各郡に

搬送される。2004年度では首都アスマラにある中央倉庫に一旦全量搬入され、決定された

各郡の配布量に応じて、中央から直接各郡レベルの農業事務所に届けられるというシステ

ムとなっていたが、「エ」国政府の方針により2005年に中央倉庫が取り壊されたため、現

在の体制に変わっている。 

各郡には農業省の販売所が設置されており、農家はここで必要な肥料を購入する。販売

価格は農家の購買力を考慮し、調達価格より安価で販売されている。価格は全国一律で、

尿素は 147 ナクファ（約 1,161 円）/100kg、DAP は 480 ナクファ（約 3,792 円）/100kg で

販売されている（2004 年度 2KR での実績）。代金は現金払いが原則ではあるが、クレジッ

トの制度もあり、一部前金で収穫後に全額支払い、又は前金なしで全額収穫後に後払いと

することも可能である。 

 

2) 配布・販売計画 

農業省の郡農業事務所には20人～30人の技術スタッフが勤務しており、農業・畜産等の

技術者が普及員として各郡が管轄する村落の農民に技術指導や普及活動等を行っている。 

これらの普及員が各農家で必要とされるDAPの量について聞き取り調査を行い、リスト

を作成し、必要量を設定し農業省へ要請する。この要請に基づき農業省は各州農業事務所

や地区農業事務所におけるDAPの配布数量を決定する。2KRによる肥料の調達は計画段階

では決定していないため、調達数量が確定した段階で農業省は配布計画を再度見直し、各

地区農業事務所の要請数量の割合に応じて配布数量を最終的に決定する。 

 

(2) 技術支援の必要性 

肥料使用にあたっては、農業省の各州を統括する州事務所が主体となり、各郡農業事務所の

技術者により農民に直接技術指導がなされていることから、技術支援についての必要性はない

と判断される。 

 

(3) 他ドナー・他スキームとの連携の可能性 

平成 18 年度 2KR においては、肥料の配布・販売及び見返り資金利用プロジェクトに関し、

特に他ドナーや他スキームと連携する予定はないことが確認された。 
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(4) 見返り資金の管理体制 

1) 見返り資金の管理体制 

見返り資金の管理は農業省が行っており、エリトリア商業銀行に開設されている 2KR 見

返り資金専用口座にて、資機材の販売・賃貸により得られた代金が積み立てられている。 

2006 年 11 月現在までの 2KR 見返り資金専用口座の積立状況は表 4-5 のとおりである。 

過去に実施された 2KR の見返り資金の積立率は、積立中の 2004 年度を除き、全て対義

務額 100%である。肥料・農薬に関しては各郡レベルにある資機材の販売所を通じて見返

り資金口座へ積み立てられる。農業機械に関しては、中央レベルで直接受益農家に販売さ

れるため、農業省が直接代金の回収及び積立を実施している。 

 

 

表4-5 見返り資金積立状況（2006年11月現在） 
（2006年11月現在）

年度 供与額（円）
積立義務額
（ナクファ）

（FOB1/3相当）

積立額
（ナクファ）

積立率
（％）

1995 300,000,000 4,947,998 4,947,998.0 100 2000年 2月 27日

1996 300,000,000 5,315,701 5,315,701.0 100 2001年 2月 28日

1999 530,000,000 10,274,849 10,274,849.0 100 2004年 4月 9日

2000 500,000,000 10,923,923 10,923,923.0 100 2005年 4月 8日

2001 500,000,000 15,384,126 15,384,126.0 100 2006年 6月 25日

2004 300,000,000 14,864,698 3,416,175.5 23 2009年 3月 6日

61,711,295 50,262,772.5合計

積立期限

 
（出典：農業省資料） 

 

 

2) 見返り資金プロジェクト 

「エ」国はこれまで見返り資金を使用した実績がなかったが、2006 年 10 月、2 件（表

4-6）のプロジェクトの申請が「エ」国を管轄する在ケニア日本大使館に認められ、2007

年 1 月より実施されることとなった。 
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表4-6 見返り資金プロジェクト 

プロジェクト名 内容 目的 対象者
予算

（ナクファ）

共同酪農開発プロジェクト
(Community Dairy Development
Project)

ベリック郡農村総合開発
プロジェクト
(Sub-Zoba Berik Integrated
Development Project）

16,347,989.30

2 小規模
酪農家

34,914,545.00
  1)小規模酪農家の生活向上

 2)対象地域の牛乳供給増加

 3)酪農の適正技術導入

①共同酪農設備建設
②優良な乳牛の調達
③農民への搾乳技術トレーニング

1

①灌漑用ダム建設
②共同苗床開発
③改良型コンロの導入
④家庭養鶏普及

  1)貧困農民の生活向上

 2)国家食糧安全保障

 3)貧困削減

貧困
農民

 
 （出典：農業省プロポーザル資料） 

 

 

(5) モニタリング評価体制 

「エ」国では、前述のとおり肥料は郡事務所の販売所にて農家に販売し、販売予定の農業機

械は、農業省から直接農家に販売している。農業省の中央倉庫では倉庫管理者が物資の出入り

を一元的に管理しており、各地方の州への配分量及び在庫量については把握されている。また、

農家への肥料販売は、郡事務所の販売所にて行われているため、郡レベルまで販売量・在庫量

の確認を行える体制になっている。 

「エ」国では、これまで 2KR 事業に関する定期的なモニタリング報告書の作成は行ってい

ないものの、2KR の要請書作成時やコミッティ会議の準備の際などに、必要に応じ在庫量の

確認を実施してきている。また、資機材を購入した農家に対する 2KR 事業への要望及び 2KR

資機材の購入量等の調査も、過去に実施されており、労力・人件費については別途確認を要す

るものの、モニタリング活動の実施は可能な体制にあるといえる。 

今次調査において、調査団よりモニタリング報告書のサンプルを農業省に渡したところ、農

業省はこの様式の使用を含む新手法によりモニタリングを実施することを了解した。 

 

(6) ステークホルダーの参加 

ステークホルダーである農家の 2KR への参加について、農業省では、農業資機材の需要を

含めた農民の要望を聴取しており、2KR の要請品目及び要請数量の選定に際し、それらの要

望を反映させている。また、農業機械の購入者に対しては、購入に際し国内のディーラーによ

る取扱説明及び操作訓練を実施しており、農民の要望等により必要と判断されれば同業者によ

る追加訓練も農業省が手配し実施されている。 

さらには、肥料に関しては、民間による輸入及び国内流通がないため、政府による設定価格

（CIF 額の 3 割程度）で販売されているが、この額の設定においても、農民の購買能力を調査

した上、決定されている。 
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(7) 広報 

「エ」国の 2KR 実施機関である農業省は、交換公文の署名式に際し、新聞、テレビ、ラジ

オ等のメディアを通して、2KR の広報を実施している。 

また、エンドユーザーである農民に対しては、我が国の援助により農業機械や肥料が調達さ

れ農家に販売されている状況は伝わっているが、農家が支払う肥料代金が、回収後、見返り資

金として積み立てられ、同国の社会経済開発のために使用されることなど、2KR の役割や意

義を伝えていくことが、単に農業資機材の援助ということに留まらず、2KR 援助の全体的な

意味を理解するためにも必要と思われる。 

現在までのところ、見返り資金を使用した実績はないが、今後、実施される見返り資金プロ

ジェクトに際しては、その内容や状況等について、一部の関係者のみならず国民全てが広く理

解し、「エ」国の経済社会開発への貢献が認識されるよう一層の広報活動に勤める必要がある。 

 

(8) その他（新供与条件等について） 

1) 見返り資金の外部監査 

外部監査の実施要領についてあらためて説明を行い、監査実施に伴う体制・予算を確認

した。手続きについては今後詳細を検討するとしているが、外部監査については受け入れ

を了承した。「エ」側は外部監査費用について自前の予算捻出が難しいとして、見返り資

金からの支出を今後在ケニア日本国大使館と協議することとしている。 

また、2007 年初頭からの見返り資金プロジェクトの実施に伴い、2007 年度の会計終了

後速やかに外部監査を実施するとの説明があった。 

 

2) 見返り資金の小農・貧農支援への優先使用 

「エ」国ではこれまで見返り資金の使用実績はなかったが、2006 年 10 月、(4)で述べた

とおり地方の農村開発にかかる 2 件の見返り資金プロジェクトが在ケニア日本国大使館と

の使途協議により合意され、2007 年 1 月から実施される予定である。農業省の説明による

と、貧困地域とみなされるサイトを選んでプロジェクトを実施することになっており、見

返り資金の小農・貧農支援への優先使用という新供与条件に合致している。 

 

3) 四半期毎の連絡協議会の開催 

連絡協議会は四半期毎に開催することになっており、その旨ミニッツにも記載している。

しかしながら、「エ」国には日本国大使館がなく、在ケニア日本国大使館が兼轄しており

JICA 事務所等もないことから、アクセスが困難であるため、実際には年間 1 回の開催とな

っている。 

 

4) 調達代理方式 

本案件が採択された場合には、「エ」国側は調達代理方式を受け入れることを確認した。 
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第 5 章 結論と課題 
 
5-1 結論 

本調査は、(1) 要請概要の確認、(2)「貧困農民支援」新制度の趣旨説明、(3) 新供与条件等

の確認を主要な目的として実施された。 

 

(1) 要請概要 

当初トラクターと肥料（DAP）（計 7.9 億円相当）が要請されたが、協議の結果、その需要、

「エ」国の市況及び農業生産性向上の観点から肥料（DAP、12,500 トン）のみが要請された。 

 

(2) ｢貧困農民支援｣新制度 

「エ」国は従来から基本的に貧困農民を対象とした 2KR の配布を実施している。今回の肥

料の配布対象も農地所有面積が 2ha 以下の貧困農民を中心とした小規模農民を対象としてい

る。販売価格についても CIF 価格の 5 分の 1 程度の価格で販売することが見込まれており、貧

困農民がアクセスしやすいよう考慮されている。また見返り資金プロジェクトについても貧困

地域を対象に計画されていることも含め、貧困農民への裨益を図る取組みについて妥当である

ことを確認した。 

 

(3) 新供与条件 

いずれの条件についても「エ」国による実施予定を確認した。なお、見返り資金口座の外部

監査については、2007 年 1 月から実施される 2 件の見返り資金プロジェクトの支出があるた

め、「エ」国の会計年度（1 月から 12 月）が終了後（2008 年 1 月以降）速やかに実施すること

を「エ」国側は約束した。 

  

要請されている DAP（肥料）については、国内で不足している肥料を「エ」国の農業開発

計画に沿って、貧困農民を対象に、適正な計画・体制によって調達し、安価に販売するもので

あり、見返り資金も適正に積み立てられ管理運用されており、供与は望ましいと判断される。 

  

 

5-2 課題と提言  

(1) 肥料の保管状況について 

 過去に実施された 2KR では資機材は一旦農業省の中央倉庫に納入され、その後必要に応じ

て各郡事務所（Sub-Zoba）又は州事務所（Zoba）に輸送されていた。今次調査で確認したとこ

ろによると、肥料はマッサワ港に荷揚げ後、各州･郡の農業事務所に直送されることとなった。

肥料保管場所が前回の 2KR 実施時点から変更されて、各州・郡の農業事務所の倉庫の状況に

ついては、可能な限り確認すべきと思われる。また、調査時は治安上の問題からマッサワ港の
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倉庫等を確認に行くことはできなかったため、本案件が実施される際はマッサワ港も併せて訪

問し肥料保管状況について確認しておくことが望ましい。 

 

(2) モニタリングについて 

「エ」国はこれまでモニタリングは資機材の配布及び各州・郡の農業事務所の在庫確認まで

のレベルしか行っていない。調査時、農業省にモニタリングレポートのサンプルを渡したとこ

ろ、対応可能であるとの回答であったが、本案件が実施される場合においては、適切なモニタ

リングを実施できるよう助言していく必要がある。 

 

(3) 見返り資金プロジェクトについて 

 2007 年 1 月より 2 件の見返り資金プロジェクトが実施される。「エ」国で見返り資金プロジ

ェクトが実施されるのは今回が初めてであり、プロジェクトの実施状況や、資金の適正使用等

について注意深く見守る必要がある。そのためには四半期毎の連絡協議会等を通じて、プロジ

ェクトの進捗状況について確認し、機会があればプロジェクトの現地視察も必要である。また、

資金の適正使用については、「エ」国側が約束している見返り資金口座の外部監査について監

査報告書の内容を確認する必要がある。 

 

(4) 広報について 

広報については、これまで「エ」国側は交換公文（E/N）の署名式に際し、新聞、テレビ、

ラジオ等のメディアを通して、2KR の広報を行ってきている。 

今後実施される見返り資金プロジェクトについてもその内容や状況等について、一部の関係

者のみならず、「エ」国国民全てが広く理解し、同国の経済社会開発への貢献が認識されるよ

う一層の広報活動に努める必要がある。そのためには日本側も四半期毎の連絡協議会等を通じ

て「エ」国側に理解を求めていく必要があろう。 
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4. ヒアリング詳細 
 

 

（1）農業省・2KR 担当者 

2004 年度以前に 2KR で調達された肥料及び農業機械の在庫はないとのことであるが、

これは 2004 年度 2KR 現地調査の際に農業省の中央倉庫に保管されていた在庫を、調査後

中央倉庫が政府の方針で取り壊されたため各地の州事務所または郡事務所に分配したた

めである。現在の在庫状況について問い合わせたが、すでに全国の郡レベルでの管理下

となっていたため正確な回答は得られなかった。 

2004 年度供与分の肥料（尿素）及びトラクターはそれぞれ 2005 年 10 月、同年 12 月に

到着し、肥料については農業省郡事務所において農民に 2006 年の作付け・追肥用として

直接販売されており、トラクターについてはガシュ・バルカ州とアンセバ州の農業事務

所において賃貸サービスに使用されている。また、井戸掘削用として調達されたエクス

カベーターはガシュ・バルカ州の農業事務所において賃貸用として管理されている。 

農薬については 2001 年度以前に調達されたものが各地にバッタ対策として配布され、

大半はすでに消費されたとの説明であった。 

 

（2）農業大臣 

  『「エ」国はまだ独立から日が浅く、また長期にわたる戦争の影響から立ち直りきれて

いない。このため、海外からの援助は必須であり、最も就業人口が多い農業分野におけ

る日本の 2KR 援助を非常に歓迎している。「エ」国の農業において、最も重要な課題は水

の確保と確保した水の有効利用である。過去、2KR によって調達したエクスカベーター

や灌漑ポンプは、非常に役立っている。灌漑開発はマンパワー、資金、時間がかかる。

現在も国際機関等の支援を受けながらこの分野のプロジェクトに力をいれており、少し

ずつでも改善できるよう努力している。また、農業分野での人材開発にも力をいれてお

り、農業大学等教育機関の充実・改善も行なっている』とのことであった。海外からの

技術移転についても非常に興味を持っており、日本の専門家派遣制度や青年海外協力隊、

シニアボランティアなどを紹介したところ、それらの協力も歓迎であるとのコメントが

あった。 

 

（3）農民の意見 

マエカル州のベリック郡及びガーラ郡の農民計 20 名を対象に聞き取り調査を実施した。 

 農民からの聞き取りによれば、2KR で肥料が販売されていることについては知っており、

通常市場では購入できない肥料が安価で購入できることや賃貸サービスによってトラク

ター等の農業機械を利用することができることについて、非常に好ましい援助であると

の意見が多く聞かれた。大半の農民は過去に 2KR で調達した肥料を購入した経験があり、
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農業生産も増大し収入も上がってきたという声もあった。しかしながら、過去に調達さ

れた灌漑ポンプについて、スペアパーツの入手が困難であるというクレームも少なから

ずあった。 

   

(4) 国連食糧農業機関（FAO） 

FAO によると、「エ」国を二国間で支援する国は非常に少ない中で、日本の KR や 2KR

のような人道的かつ物資を支援する形態の援助は非常に歓迎であるとのことであった。 

FAO は「エ」国において農業政策アドバイスを主体とした活動を展開しており、国立

農業研究所（National Agricultural Research Institute）において食糧情報システムの構築等に

携わっている。 

 

(5) イタリアンコーポレーション 

イタリアンコーポレーションのエリトリアにおける活動は、主に FAO のプログラムに

資金を拠出し、そこで実施されるプロジェクト等についてモニタリングしていくという

手法である。主なプログラムは国立農業研究所支援プログラム（National Agricultural 

Research Institute＝NARI Program）や食糧安全保障システム構築プログラム（Food Security 

Information System Program）があげられる。前者により①穀物の品種改良、②家畜の飼料

給餌法、③ポストハーベスト等にかかる研究が行われており、後者により各州からの食

糧安全情報を一元化するためのシステム構築が行われている。また、イタリアンコーポ

レーションは、国家緊急開発計画（ERP）に対しても、約 2,600 万ユーロを拠出しトラッ

クや農業用トラクターの調達を実施している。 

2KR に関するコメントを求めたところ、見返り資金を積み立て再度その資金で社会開

発事業等に利用するアイディアを賞賛するという意見があった。 

 

(6) 農業資機材ディーラー（BISELKEX GROUP OF COMPANIES） 

農業省によれば現在肥料を輸入販売している業者はエリトリア国内には存在してい

ない。また、農業機械の輸入販売を行なっているディーラーは「エ」国内で 2 社のみで

ある。このうち 2KR で調達されたトラクターのアフターセールスを担当しているのは 1

社（BISELKEX GROUP OF COMPANIES）のみで、イタリアのニューホランド社の製品

のみ対応可能とのことである。同社は、過去に調達されたトラクターの納入時の組み立

てを実施している。また、トラクターを輸入販売しているのも現在では同社のみである

が、年間輸入台数も 20 台前後と少なく、これが「エ」国全土のトラクター輸入台数で

あるところからも「エ」国の農業資機材のマーケットがいかに小さいものであるかが覗

えた。 
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